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年

頭

に

 

あ
た
っ
て
 

町
長
 

吉
田
桃
太
郎
 

町
民
の
皆
さ
ん
、
新
年
あ
け
 

ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
じ
い
ま
 

す。 昨
年
は
、
町
政
に
対
し
一
方
 

な
ら
ぬ
ご
協
力
を
賜
わ
り
ま
し
 

て
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
 

じ
い
ま
し
た
。
心
か
ら
厚
く
お
 

礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
、
み
 

な
さ
ま
が
た
の
御
協
力
の
も
と
 

に
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
礎
と
な
 

り
ま
す
産
業
基
盤
整
備
の
諸
事
 

業
も
、
順
調
に
進
捗
し
て
ま
い
 

り
ま
し
た
。
 

ま
た
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
町
 

民
生
活
に
直
結
し
た
、
き
め
こ
 

ま
か
い
施
策
、
す
な
は
ち
、
住
 

み
よ
い
環
境
づ
く
り
や
、
教
育
 

施
設
の
充
実
、
さ
ら
に
は
社
会
 

福
祉
、
同
和
対
策
な
ど
の
充
実
 

を
念
願
し
て
、
懸
命
に
と
り
組
 

ん
で
お
り
ま
す
。
 

御
承
知
の
と
お
り
、
本
町
に
 

お
き
ま
し
て
は
、
下
田
川
の
中
 

心
地
と
し
て
の
立
地
条
件
を
有
 

し
な
が
ら
、
鉱
害
復
旧
、
交
通
 

整
備
、
用
地
確
保
等
の
難
問
題
 

に
よ
り
、
発
展
の
た
め
の
機
能
 

を
阻
害
す
る
、
大
き
な
要
因
に
 

な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し
た
が
 

っ
て
、
い
ま
こ
そ
確
固
た
る
町
 

づ
く
り
の
基
礎
を
確
立
し
て
お
 

か
な
け
れ
ば
、
雑
然
と
し
た
住
 

み
に
く
い
町
に
な
る
お
そ
れ
が
 

あ
り
ま
す
。
 

昭
和
五
十
一
年
の
年
頭
に
あ
 

た
り
、
八
千
八
百
町
民
の
願
い
 

で
あ
り
ま
す
。
 

「
明
る
く
。
住
 

み
よ
い
。
調
和
の
と
れ
た
ま
ち
 

づ
く
り
。
」
の
た
め
に
、
財
政
 

の
確
保
を
計
り
つ
つ
、
積
極
的
 

に
諸
事
業
を
堆
批
進
す
る
た
め
、
 

最
善
の
努
力
を
い
た
し
て
ま
い
 

る
所
存
で
あ
り
ま
す
。
 

町
民
の
み
な
さ
ん
、

ど
う
か
 

本
年
も
町
政
に
対
し
、
倍
旧
の
 

ご
協
力
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
 

願
い
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
 

み
な
さ
ま
が
た
の
御
多
幸
を
、
 

心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
 

て
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
致
し
 

ま
す
。
 

尚
、
例
年
差
上
げ
て
お
り
ま
 

す
年
賀
交
礼
に
つ
き
ま
し
て
 

は
、
公
職
選
挙
法
の
改
正
で
疑
 

義
が
あ
り
ま
す
の
で
差
ひ
か
え
 

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
 

年頭の 

ご あ い さ つ 

議会議長 守 田 保
 

輝
か
し
い
昭
和
五
十
一
年
の
 

新
年
を
お
迎
え
す
る
に
当
り
、
 

金
田
町
議
会
を
代
表
い
た
し
ま
 

し
て
、
町
民
の
皆
様
に
ご
あ
い
 

さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。
 

希
望
に
あ
ふ
れ
た
新
年
を
お
 

祝
い
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
 

皆
様
方
の
御
清
福
と
御
繁
栄
を
 

心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
 

わ
た
く
し
は
、
昭
和
五
十
年
 

五
月
二
十
二
日
招
集
の
第
二
回
 

臨
時
町
議
会
に
お
き
ま
し
て
、
 

は
か
ら
ず
も
議
長
の
要
職
に
つ
 

き
、
そ
の
重
責
を
痛
感
し
、
新
 

た
な
決
意
を
も
ち
、
そ
の
後
、
 

微
力
な
が
ら
円
滑
な
議
会
運
営
 

と
町
政
の
伸
展
を
期
し
て
誠
心
 

誠
意
懸
命
の
努
力
を
傾
注
し
て
 

ま
い
っ
た
つ
も
り
で
あ
り
ま
 

す。 お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
大
過
 

な
く
越
年
す
る
こ
と
が
で
き
ま
 

し
た
。
こ
れ
も
一
重
に
町
民
各
 

位
の
ご
支
援
と
ご
協
力
の
賜
で
 

あ
る
と
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
 

す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
 

本
年
も
ま
だ
、
幾
多
の
諸
問
 

題
が
山
積
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

こ
れ
等
に
対
処
す
る
た
め
、
 

更
に
い
っ
そ
う
の
積
極
方
針
を
 

〒、 

一且 

と
っ
て
地
域
開
発
の
基
盤
を
整
 

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

ま
た
、
あ
わ
せ
て
、
わ
れ
わ
れ
 

日
常
生
活
に
直
結
す
る
諸
施
設
 

を
整
備
し
、
町
民
福
祉
向
上
を
 

は
か
る
諸
施
策
も
積
極
的
に
推
 

進
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

議
決
機
関
た
る
金
田
町
議
会
 

と
い
た
し
ま
し
て
は
、
本
年
も
 

ま
た
、
終
始
、
公
正
に
金
田
町
 

民
の
信
託
に
応
え
、
町
政
の
諸
 

問
題
を
慎
重
に
審
議
し
、
み
な
 

さ
ま
の
御
期
待
に
そ
う
よ
う
努
 

力
す
る
決
意
で
あ
り
ま
す
。
 

ど
う
か
町
政
に
対
す
る
皆
様
 

の
よ
り
一
層
の
ご
理
解
と
ご
協
 

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
お
願
い
 

い
た
し
ま
し
て
新
年
の
ご
あ
い
 

さ
つ
と
い
た
し
ま
す
、
 

下
田
川
四
ケ
町
 

連
合
出
初
式
 

総
務
課
 

慣
例
の
消
防
出
初
式
が
糸
田
 

小
学
校
で
次
の
と
お
り
は
な
ば
 

な
し
く
挙
行
さ
れ
ま
す
。
 

当
日
は
消
防
団
員
が
平
素
消
 

防
使
命
達
成
に
尽
さ
れ
た
功
績
 

に
よ
り
数
々
の
表
彰
伝
達
、
ま
 

た
規
律
厳
正
な
団
員
の
服
装
点
 

検
、
行
進
並
び
に
機
械
器
具
の
 

点
論
塗
守
を
計
画
し
て
い
ま
す
の
 

で
御
覧
下
さ
い
。
 

記
 

日
時
 

昭
和
五
十
一
年
一
月
十
 

一
日
午
前
九
時
」
干
分
開
始
 

場
所
 
糸
田
小
学
校
 

な
お
、
当
日
は
午
前
八
時
に
 

団
員
の
招
集
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
 

し
ま
す
の
で
、
火
災
と
間
違
え
 

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
 

三
I三
三
一
一
三
三
三
三
！
三
三
三
三
三
「
三
三
一
三
三
三
三
三
一
三
三
I三
「
三
三
《
三
三
三
I三
一
三
三
」
！ 

成

人

式

 

の

案

内

 

新
ら
し
く
成
人
に
な
っ
た
青
 

年
諸
君
の
前
途
を
祝
福
す
る
た
 

め
に
、
一
月
十
五
日
午
前
十
時
 

よ
り
、
中
央
公
民
館
に
お
い
て
 

昭
和
五
十
一
＃
一
一
成
人
式
を
挙
 

行
し
ま
す
の
で
、
該
当
者
は
、
 

ぜ
ひ
御
出
席
下
さ
る
よ
う
、
ご
 

案
内
申
し
上
げ
ま
す
。
該
当
者
 

昭
和
三
十
年
四
月
二
日
よ
り
昭
 

和
三
十
一
年
四
月
一
日
ま
で
に
 

生
ま
れ
た
方
。
 

出
席
の
際
は
訪
門
着
な
ど
、
 

華
美
な
服
装
は
さ
け
、
な
る
だ
 

け
簡
素
な
服
装
で
参
加
し
て
 

下
さ
い
。
と
く
に
時
間
励
行
を
 

お
願
い
し
ま
す
。
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昭和51年1月1日 報
 

町
 

田
 

金
 

第140号 町
 

田
 

金
 

⑧
 

『公職選挙法の一部が 

改正になりました』 

金田町選挙管理委員会 

議会事務局 

こ
の
た
び
公
職
選
挙
法
の
一
 

部
が
改
正
さ
れ
、
昭
和
五
十
年
 

十
月
十
四
日
か
ら
議
会
議
員
等
 

の
寄
附
行
為
が
、
つ
ぎ
の
と
お
 

り
禁
止
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
 

ら
せ
い
た
し
ま
す
。
 

『
改
正
の
要
旨
』
抜
す
い
。
 

寄
附
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
 

日
常
の
、
地
盤
培
養
行
為
と
し
 

て
い
ろ
い
ろ
な
名
目
に
よ
る
寄
 

附
が
行
以
は
わ
れ
、
こ
れ
が
選
挙
 

に
金
の
か
か
る
要
因
を
な
し
、
 

そ
の
幣
害
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
 

と
こ
ろ
で
す
が
、
今
回
の
改
正
 

に
よ
り
寄
附
の
制
限
が
大
幅
に
 

強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
 

た。 ⑥
公
職
の
候
補
者
等
の
寄
附
 

の
禁
止
に
つ
い
て
 

公
職
の
候
補
者
等
は
、
当
該
 

選
挙
に
関
す
る
と
否
と
を
問
わ
 

ず
、
当
該
選
挙
区
内
に
あ
る
者
 

に
対
し
て
寄
附
を
し
て
は
な
ら
 

な
い
も
の
と
さ
れ
ま
し
た
。
し
 

年末年始の 

交通安全 

について 
総務課 

昭
和
五
十
年
も
あ
わ
た
だ
し
 

く
す
ぎ
、
輝
か
し
い
昭
和
五
十
 

一
年
の
新
春
を
迎
え
ま
し
た
。
 

年
末
年
始
に
か
け
て
毎
住
赤
〈
 

通
事
故
が
多
発
し
て
お
り
ま
 

す
。
警
察
を
は
じ
め
関
係
機
関
 

は
総
力
を
あ
げ
て
事
故
防
止
の
 

た
め
の
出
現
』
「
を
続
け
て
お
り
ま
 

す
が
。
何
と
申
し
ま
し
て
も
住
 

民
ひ
と
り
ひ
と
り
が
交
通
安
全
 

に
つ
い
て
深
い
認
識
を
も
っ
て
 

い
た
だ
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
 

ま
す
。
 

つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
事
項
 

を
必
ず
守
っ
て
交
通
事
故
を
起
 

さ
な
い
よ
う
、
ま
た
交
通
事
故
 

に
あ
わ
な
い
よ
う
に
い
た
し
ま
 

し
ょ
”
つ
。
 

⑥
車
を
運
転
す
る
場
合
に
は
、
 

絶
対
に
酒
を
飲
ま
せ
な
い
。
 

⑥
酒
を
飲
ん
だ
ら
絶
対
に
車
を
 

運
転
し
な
い
。
 

⑨
卑
を
運
転
す
る
人
に
は
、
絶
 

対
に
酒
を
飲
ま
せ
な
い
。
飲
ま
 

せ
た
人
も
罪
に
な
り
ま
す
。
 

⑥
歩
行
者
、
特
に
こ
ど
も
と
老
 

人
の
事
故
防
止
に
心
が
け
ま
し
 

た
が
っ
て
公
職
の
候
補
者
等
は
 

い
か
な
る
名
儀
を
も
っ
て
す
る
 

を
問
わ
ず
、
ま
た
時
期
の
如
何
 

を
問
わ
ず
一
切
の
寄
附
が
禁
止
 

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

※
 
し
か
し
親
族
に
対
し
て
、
 

す
る
場
合
は
例
外
と
さ
れ
て
 

い
ま
す
。
 

『
親
族
と
は
六
親
等
内
の
血
 

族
、
配
偶
者
、
及
び
」
親
等
 

内
の
姻
族
』
 

⑥
禁
止
さ
れ
る
寄
附
（
こ
う
い
 

う
こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
ま
 

し
た
）
 

一
、
出
産
、
入
学
、
」
牟
‘
未
の
お
 

祝
い
品
や
お
祝
い
の
お
金
 

二
、
団
体
旅
行
の
寄
附
や
差
し
 

入
れ
 

三
、
結
婚
の
お
祝
い
金
や
お
祝
 

い
の
品
 

四
、
お
中
元
や
お
歳
暮
 

五
、
お
祭
り
な
ど
の
寄
附
、
お
 

酒
な
ど
 

六
、
旅
行
の
お
銭
別
 

七
、
食
事
や
お
み
や
げ
 

八
、
集
会
な
ど
の
飲
食
代
 

九
、
お
葬
式
の
香
典
、
花
輪
、
供
 

花
 

十
、
落
成
式
や
開
店
祝
い
の
花
 

輪
 た

印
 

検
察
審
査
会
に
つ
 

一 

い
て
知
っ
て
お
こ
う
 

一 

選
挙
管
理
委
員
会
 

＠
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
て
 

交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
 

な
ど
、
犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
 

て
、
警
察
や
検
察
庁
に
訴
え
た
 

の
に
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を
 

起
訴
し
て
く
れ
な
い
。
あ
る
い
 

は
、
選
挙
違
反
や
汚
職
な
ど
社
 

会
の
耳
目
を
ひ
い
た
重
大
な
事
 

件
を
検
察
官
が
起
訴
し
な
か
っ
 

た
の
は
ど
う
も
納
得
で
き
な
 

い
。
ー
 
こ
ん
な
不
満
を
も
っ
 

て
い
る
方
の
た
め
に
検
察
審
査
 

会
が
あ
り
ま
す
。
 

⑥
検
察
審
査
会
と
は
 

選
挙
人
名
薄
を
も
と
に
広
く
 

国
民
の
中
か
ら
く
じ
で
選
ば
れ
 

た
十
一
人
の
検
察
審
査
員
が
、
 

い
わ
ば
民
間
人
を
代
表
し
て
検
 

察
官
の
し
ご
と
の
や
り
方
を
審
 

査
す
る
と
い
う
制
度
で
す
。
 

検
察
審
査
会
は
、
全
国
二
〇
七
 

か
所
に
あ
り
ま
す
。
検
察
審
査
 

員
は
六
カ
月
ご
と
に
交
替
し
ま
 

す
の
で
、
あ
な
た
も
い
つ
か
審
 

査
員
に
選
ば
れ
る
か
も
し
れ
ま
 

せ
ん
。
 

⑥
審
査
の
申
立
て
を
 

か」ー 

犯
罪
の
被
害
に
あ
っ
た
人
 

蟻
薙
熊
薮
数
 

ー
 

訴
し
な
い
こ
と
（
不
起
訴
処
 

分
）
に
ス
，
 

ノ
あ
る
方
は
、
だ
 

よ・つ。 
ク
飲
ん
で
乗
る
あ
な
た
は
天
国
 

家
族
は
地
獄
ル
 

＠
金
田
町
管
内
で
は
、
五
十
年
 

十
二
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
 

こ
の
一
年
間
『
死
亡
事
故
ゼ
 

ロ
」
の
記
録
を
つ
く
り
ま
し
た
。
 

こ
の
記
録
を
永
久
的
な
も
の
 

に
す
る
た
め
、
町
民
の
皆
さ
ん
 

が
一
体
と
な
り
家
族
ぐ
る
み
 

で
、
交
通
ル
l

ル
を
守
り
事
故
 

の
な
い
明
る
い
家
庭
、
明
る
い
 

町
造
り
に
御
協
力
を
お
願
い
い
 

た
し
ま
す
。
 

水
道
課
よ
り
の
 

お
知
ら
せ
 

新
年
お
目
出
度
う
ご
ざ
い
ま
 

す
。
昨
年
中
は
、
断
水
そ
の
他
 

で
大
変
御
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
 

し
た
。
本
年
は
、
断
水
等
の
少
 

な
い
年
に
し
た
い
と
努
力
い
た
 

し
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
 

い
致
し
ま
す
。
 

一
、
寒
気
に
よ
る
水
道
管
の
破
 

裂
に
対
す
る
注
意
事
項
を
お
 

知
ら
せ
致
し
ま
す
。
 

①
水
道
管
の
露
出
部
分
は
縄
 

又
は
、
布
等
で
巻
い
て
保
 

護
す
る
。
 

②
夜
間
に
お
け
る
水
道
管
凍
 

結
の
恐
れ
の
あ
る
場
合
 

は
、
蛇
ロ
よ
り
容
器
に
水
 

を
出
し
、
管
の
凍
る
の
を
 

防
ぐ
。
 

③
若
し
、
水
道
管
が
凍
っ
た
 

場
合
は
、
熱
湯
を
か
け
る
 

と
水
道
管
が
破
裂
す
る
の
 

一
 

で
、
ぬ
る
ま
湯
を
か
け
自
 

然
に
と
か
す
。
 

④
水
道
管
が
破
裂
し
た
場
合
 

は
、
漏
水
を
防
ぐ
た
め
、
 

量
水
器
の
蓋
を
あ
け
、
メ
 

ー
タ
ー
器
の
横
に
あ
る
止
 

水
栓
を
右
に
廻
し
、
漏
水
 

を
止
め
て
お
い
て
、
最
寄
 

の
水
道
業
者
に
連
絡
し
て
 

下
さ
い
。
 

・
笠
原
水
道
 
②
旦
ハ
五
六
 

・
福
知
水
道
 
の
バ
）
四
四
五
 

・
原
田
水
道
 
②
一
一
九
八
 

・
吉
原
水
道
 
②
〇
四
六
七
 

、
メ
ー
タ
ー
検
針
の
際
に
、
 

よ
く
量
水
器
の
上
に
物
を
置
 

い
て
い
る
の
に
行
き
あ
た
り
 

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
量
水
器
 

の
上
に
物
を
置
く
と
、
量
水
 

器
の
位
置
が
わ
か
り
に
く
く
 

な
り
ま
す
の
で
、
量
水
器
の
 

上
に
物
を
置
か
な
い
よ
う
に
 

し
て
下
さ
い
。
 

※
「
節
水
に
ご
協
力
下
さ
い
」
 

老
人
憩
の
家
の
入
場
料
が
 

無
料
に
な
り
ま
し
た
。
 

昭
和
五
＋
年
七
月
よ
り
、
町
 

在
住
の
老
人
利
用
者
に
対
し
 

て
、
老
人
憩
の
家
の
入
場
料
 

（
入
浴
料
含
む
）
が
無
料
と
な
 

っ
て
お
り
ま
す
。
 

老
後
の
平
穏
に
ま
た
、
娯
楽
 

に
、
充
A
御
利
用
下
さ
い
。
 

福
耕
慮
〈
 

検
響
査
会
で
は
、
事
件
の
一
 

記
録
を
調
べ
た
り
、
必
要
に
応
一
 

じ
て
証
人
を
呼
ん
だ
り
、
実
地
）
 

見
分
を
し
た
り
し
て
、
検
答
一
 

の
不
起
訴
処
分
の
良
し
悪
し
を
一
 

慎
重
に
審
査
し
ま
す
。
検
察
審
一
 

査
会
で
起
訴
す
べ
き
だ
と
い
う
一
 

議
決
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
一
 

検
塞
庁
で
は
、
こ
の
議
決
を
参
一
 

考
に
し
て
捜
査
を
や
り
直
し
、
一
 

起
訴
す
る
の
が
相
当
だ
と
の
結
一
 

論
に
達
し
た
と
き
は
、
起
訴
の
一
 

手
続
き
が
と
ら
れ
ま
す
。
 

一 

⑥
相
談
や
申
立
て
に
つ
い
P
e

一 

費
用
は
一
 望

一

料

で

す

。

 

一
 

⑥
秘
密
は
か
た
く
守
ら
れ
ま
一
 

す。 

一 

⑥
検
察
審
査
会
に
相
談
や
申
立
一
 

を
さ
れ
る
方
は
、
田
川
裁
判
所
《
 

の
中
に
あ
る
左
記
事
務
局
に
お
一
 

れ
で
も
、
検
察
審
査
会
に
審
査
、
 

の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
【
 

ま
す
。
 

【 

⑥
捜
査
の
や
り
直
し
も
 

（ 

問
い
あ
わ
せ
下
さ
い
。
 

田
川
検
察
審
査
会
事
務
局
 

】 

電
話
田
川
②
局
ー
〇
一
六
三
！ 

一
五
八
三
【
 

ク
検
察
に
民
意
を
 

！ 

映
す
審
査
会
ル
 

． 

・
・
、
．
d
J
イ
4
t

「
『
】
く
‘
 

田
川
市
千
代
町
一
の
五
 

田
川
裁
判
所
内
 

一
 

（
令
 

／

 

一
 

一

‘

 

一
 一
 

以
後
の
戦
没
者
の
遺
族
で
、
昭
一
 

和
五
十
年
四
月
一
日
現
在
遺
族
一
 

年
金
等
受
給
者
が
い
な
い
こ
と
！
 

③
 
日
華
事
変
中
（
昭
十
二
、
一
 

七
、
七
ー
昭
十
二
、
十
二
、
七
一
 

間
）
の
戦
没
者
の
遺
族
で
昭
和
】
 

五
十
年
四
月
一
日
現
在
遺
族
年
一
 

金
等
受
給
者
が
い
な
い
こ
と
 

』 

遺
族
の
範
囲
 

一 

配
偶
者
、
子
 
父
母
、
琢
【
 

ガ
 

消
防
団
 

団
 
長
 

副
団
長
 

が
 

指
導
部
長
 

第
一
分
団
長
 

第
二
分
団
長
 

第
三
分
団
長
 

祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
、
及
び
、
 

弔
慰
金
を
受
給
し
た
叔
父
叔
母
！
 

（
受
給
し
た
と
み
な
さ
れ
る
者
）
】
 

請
求
期
限
 

！ 

昭
和
五
十
三
年
」
万
」
干
一
】
 

日
ま
で
 

m 

以
上
の
条
件
に
該
当
さ
れ
る
《
 

方
で
、
ま
だ
手
続
き
の
済
ん
で
【
 

い
な
い
方
は
役
場
福
祉
係
ま
で
！
 

申
し
で
下
さ
い
。
 

m 

あ
け
ま
し
て
 

お
め
で
と
う
 

ご
ざ
い
ま
す
 

金
田
町
長
 
吉
田
桃
太
郎
 

収

入

役

 
犬
丸
 
文
雄
 

教
育
長
 

島
津
 
幸
平
 

議
会
議
長
 
守
田
 

保
 

副
議
長
 

藤
元
 
俊
治
 

議
 
員
 

吉
田
 
志
郎
 

ク 

大
井
 
政
則
 

ク 

植
高
勇
太
郎
 

ク 

宮
本
 
政
俊
 

” 

中
島
 

力
 

ル 

相
原
清
一
郎
 

ク 

木
戸
 
幸
義
 

ク 

井
上
‘
 

明
 

ク 

渡
辺
 
照
利
 

ク 

米
家
 
荒
雄
 

ク 

前
川
 
二
郎
 

ク 

吉
田
一
春
義
 

ク 

藤
林
 
俊
信
 

ク 

中
村
 

正
 

ル 

大
島
 
陸
雄
 

ガ 

辰
島
 

保
 

名
誉
公
民
 
稲
富
 
幹
雄
 

ガ 

ー
宮
本
 
政
兼
 

ク 

金
山
 
玄
陣
 

ク 

大
島
 
六
郎
 

ガ 

香
月
 

豊
 

ガ 

植
高
 
滝
間
 

ク 

吉
田
 
広
三
 

ク 

辰
島
 
芳
春
 

ガ 

竹
本
 

晩
 

ク 

・ 
松
 
」
‘
ョ
雄
 

ク 

田
中
ト
シ
コ
 

ク 

渡
辺
 
勝
由
 

ク 

世
並
 
虎
治
 

ク 

犬
養
 
光
博
 

ク 

河
野
 
興
吉
 

監
査
委
員
 

香
月
 

豊
 

吉
田
 
春
義
 

人
権
擁
護
委
員
 

一 

堀
 

勇
次
 

行
政
相
談
委
員
 

香
月
 

豊
 

国
保
運
営
委
員
会
 

会
 
長
 

藤
元
 
俊
治
 

委
 
員
 

井
上
 

明
 

ル 

藤
林
 
俊
信
 

ク 

宇
郎
宮
英
一
 

ガ 

大
門
 
清
美
 

ク 

金
子
 
長
雄
 

ガ 

木
下
 
亀
市
 

ガ 

島
津
 

正
 

吉
田
 
長
生
 

船
津
 
重
夫
 

千
手
 
大
蔵
 

和
田
政
次
郎
 

植
高
勇
太
郎
 

茂
田
 
雲
平
 

植
高
 
春
美
 

森
 

数
馬
 

教
育
委
員
会
 

委
員
長
 
宇
都
宮
英
一
 

委
 
員
 
友
清
 
隆
雄
 

ク 

植
高
 
大
讃
 

ガ 

吉
田
 
繁
雄
 

ク 

島
津
 
幸
平
 

有
線
放
送
電
話
事
業
運
営
委
 

員
会
 

委
 
員
 
藤
川
 
義
臣
 

ガ 

大
熊
 
康
郷
 

ク 

池
長
 
幸
吉
 

ク 

貞
国
 

晋
 

行
政
区
長
 

九八七六五四三ニ一 

区区区区区区区区区 

高
見
町
 

福
吉
区
 

大
陽
区
 

千
手
 
大
蔵
 

辰
島
 
信
照
 

島
津
 

伊
波
 

清正 

吉
田
 

保
 

宮
本
 
力
雄
 

渡
辺
 
照
利
 

大
島
 
虎
雄
 

相
原
喜
十
郎
 

木
戸
 
光
男
 

田
村
 
武
夫
 

河
野
 
興
吉
 

農
業
委
員
会
 

会
 
長
 
吉
田
 

保
 

副
会
長
 
辰
島
 

董
 

委
 
員
 
吉
田
 
繁
雄
 

ク 

古
屋
 
近
雄
 

ク‘ 

桑
野
 
倶一 

ガ 

若
林
佐
久
馬
 

方 

大
島
陸
之
助
 

ガ 

森
 

種
重
 

ガ 

植
高
 
正
義
 

ガ 

和
田
 
松
夫
 

ク 

森
野
 
澄
芳
 

ク 

辰
島
 

生
 

ひ 

花
元
 
惟
勝
 

ク 

大
井
 
政
則
 

委
 
員
 
井
上
 

明
 

ガ 

渡
辺
 
照
利
 

ガ 

吉
田
 

保
 

ガ 

松
岡
 
常
男
 

大
島
 
陸
雄
 

ガ 

藤
原
 
俊
雄
 

ク 

辰
島
 
信
照
 

ク 

池
田
 
升
雄
 

ガ 

杉
 

茂
 

ク 

吉
田
 
武
人
 

ガ」‘ 

中
村
 

正
 

ク 

安
方
 

一
夫
 

ガ 

古
屋
 
寿
美
 

ク 

相
原
喜
十
郎
 

体
吉
拍
m
導
委
員
 

委
 
員
 
松
山
 

稔
 

ク 

堀
 

勇一一 

ル 

井
上
 
次
雄
 

ガ 

有
延
太
己
夫
 

ル 

平
井
 
誠一 

ク 

辰
島
 

一
明
 

ク 

尾
崎
 
清一 

公
民
館
運
営
審
議
会
委
員
兼
 

社
会
教
育
委
員
 

会
長
 

森
 

豪
雄
 

副
会
長
 

植
高
 
滝
間
 

委
 
員
 

宮
本
 
政
俊
 

ク 

前
川
 
二
郎
 

ク 

工
藤
 

平
 

ガ 

岩
丸
 
文
義
 

ク 

後
藤
 
敬
生
 

委
 
員
 

小
野
ト
メ
子
 

ク 

花
岡
 

保
 

ガ 

犬
養
 
光
博
 

ク 

中
川
 
光
雄
 

ク 

日
高
 

学
 

ク 

原
田
 
英一 

ガ 

永
田
 

一
夫
 

ク 

田
山
血
貝
美
男
 

ク 

中
村
 

正
 

ガ 

植
高
勇
太
郎
 

ガ 

藤
林
 
俊
信
 

ル 

大
島
 
陸
雄
 

ガ 

吉
田
桃
太
郎
 

選
挙
管
理
委
員
 

委
員
長
 

相
原
 
明
治
 

副
委
員
長
 
藤
本
冨
士
松
 

委
 
員
 
森
 

重
孝
 

ク 

杉
 

茂
 

補
書
貝
 
福
田
 
耕
蔵
 

ク 

香
月
 
久
幸
 

ガ 

荒
牧
 
宗
雄
 

ク 

堀
田
 

満
 

消
防
委
員
 

ガ
 

"
 

ク
 

刀
 

ガ
 

船
津
 

千
手
 

茂
田
 

森
 

植
田
 

重
夫
 

大
蔵
 

雲
平
 

数
馬
 

利
雄
 

ガ 

米
家
 
荒
雄
 

ク 

宮
本
 
政
俊
 

ル 

渡
辺
 
照
利
 

民
生
児
童
委
員
 

総
 
務
 

早
瀬
 
円
雄
 

副
総
務
 

福
田
綱
五
郎
 

委
 
員
 

坂
田
 
敏
樹
 

ク 

辰
島
 
信
照
 

ク 

金
山
 
玄
性
 

ク 

野
田
 
秀
清
 

ク 

藤
本
冨
士
松
 

3
め
ん
へ
つ
づ
く
 

郵（報rJ
? 

” 

宮
本
 
徳
忠
 

地
区
公
民
館
長
 

六五四三二一 

区区区区区区 

桑
野
 
朝
重
 

植
高
 
滝
間
 

中
川
 
光
雄
 

日
高
 

学
 

吉
田
 
繁
雄
 

工
藤
 

平
 

神
崎
一
 

長
谷
川
清
治
 

神
崎
二
 

吉
田
 

満
 

神
崎
三
 

春
永
 
高
徳
 

神
崎
四
 

大
島
民
之
助
 

北
 
区
 

田
中
〈
貝
美
男
 

福
 
吉
 

原
田
 
英一 

太
 
陽
 

永
田
 

一
夫
 

高
 
見
 

宮
本
 
徳
忠
 

金
田
町
連
合
長
寿
会
 

会
 
長
 

辰
島
 
宗一 

婦
人
会
 

会
 
長
 

青
年
団
 

団
 
長
 

子
供
会
 

会
 
長
 

小
野
ト
メ
子
 

花
岡
 

保
 

犬
養
 
光
博
 

報
 

戦
没
者
遺
族
に
特
別
弔
慰
 

m 

金
ニ
十
万
円
（
国
債
）
が
 

《 

支
給
さ
れ
ま
す
 

《 

該
当
者
 

【 

①
 
前
回
の
特
別
弔
慰
金
（
三
】
 

万
円
）
受
給
者
又
は
同
順
位
者
！
 

②
 
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
m
 

】
 
一
 



⑩
 

町
 

昭和51年1月1日 金 田 町 報 第140 号 田
 

金
 

こわいシンナー． 

ボンドあそび 

中央公民館 

、、 有
害
な
有
機
溶
剤
（
酢
酸
ェ
 

チ
ル
・
ト
ル
エ
ン
、
メ
タ
ノ
ー
 

ル
）
を
含
ん
で
い
る
ボ
ン
ド
 

（
接
着
剤
）
ワ
ニ
ス
（
塗
料
）
 

等
を
ハ
ン
カ
チ
や
ガ
ー
ゼ
に
し
 

み
込
ま
せ
た
り
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
 

に
押
し
出
し
頭
か
ら
ス
ッ
ポ
リ
 

か
ぶ
る
な
ど
し
て
、
そ
の
に
お
 

い
を
吸
入
し
、
催
眠
、
め
い
て
 

い
、
興
奮
、
幻
覚
な
ど
の
陶
然
 

と
し
た
状
態
に
陥
る
と
い
う
遊
 

び
で
す
。
こ
れ
等
は
い
ず
れ
も
 

麻
酔
性
を
有
し
、
常
習
的
に
吸
 

入
す
る
と
呼
吸
器
、
胃
腸
、
肝
 

臓
な
ど
に
障
害
を
招
き
、
ま
た
 

長
期
間
に
わ
た
る
と
中
枢
神
経
 

が
侵
さ
れ
精
神
障
害
を
起
す
と
 

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ン
ナ
ー
 

・
ボ
ン
ド
等
を
乱
用
し
て
い
ま
 

す
と
次
の
こ
と
が
目
立
つ
よ
う
 

に
な
り
ま
す
。
 

・
吐
く
息
や
衣
服
か
ら
、
シ
ン
 

ナ
ー
等
の
匂
い
が
し
ま
す
。
 

・
勉
強
ぎ
ら
い
や
、
仕
事
ぎ
ら
 

い
に
な
り
、
急
に
学
力
や
仕
 

事
の
能
率
が
低
下
し
ま
す
。
 

・
食
欲
が
減
退
し
、
こ
ん
気
が
 

な
く
な
り
ま
す
。
 

・
顔
に
油
気
が
な
く
な
り
、
口
 

の
ま
わ
り
が
白
く
荒
れ
ま
す
 

乱
用
防
止
の
措
置
 

シ
ン
ナ
ー
・
ボ
ン
ド
等
の
乱
 

用
を
防
止
す
る
た
め
「
毒
物
及
 

び
劇
物
取
締
法
」
で
次
の
よ
う
 

に
規
制
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
 

・
シ
ン
ナ
ー
・
ボ
ン
ド
、
塗
料
 

等
を
み
だ
り
に
摂
取
し
、
も
 

し
く
は
吸
入
し
て
は
な
ら
な
 

い
。
（
三
万
円
以
下
の
罰
金
）
 

・
シ
ン
ナ
ー
・
ボ
ン
ド
、
塗
料
 

等
を
乱
用
す
る
目
的
で
、
所
 

持
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
「1 

万
円
以
下
の
罰
金
）
 

・
乱
用
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
 

て
璽
冗
ま
た
は
、
将
り
与
し
て
 

は
な
ら
な
い
。
 

（
二
年
以
下
 

の
懲
役
又
は
五
万
円
以
下
の
 

罰
金
）
 

影
公
給
領
収
証
は
 

必
ず
受
け
取
り
 

ま
し
ょ
う
影
 

皆
さ
ん
が
料
亭
、
料
理
店
、
 

バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
や
旅
館
、
 

飲
食
店
、
喫
茶
店
な
ど
で
飲
 

食
、
宿
泊
、
休
憩
等
を
さ
れ
た
 

と
き
は
支
払
っ
た
料
金
に
対
し
 

て
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
「
料
理
 

飲
食
等
消
費
税
」
が
課
税
さ
れ
 

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

こ
の
税
金
は
店
の
経
営
者
が
 

県
に
代
っ
て
皆
さ
ん
か
ら
徴
収
 

し
、
後
日
と
り
ま
と
め
て
県
に
 

申
告
し
納
入
す
る
仕
組
み
に
な
 

っ
て
お
り
ま
す
。
店
の
経
営
者
 

は
こ
の
税
金
を
領
収
し
た
証
と
 

し
て
県
が
交
付
し
た
「
公
給
領
 

収
証
」
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
 

っ
て
お
り
ま
す
。
従
っ
て
皆
さ
 

ん
の
税
金
が
正
し
く
県
に
納
入
 

さ
れ
る
よ
う
必
ず
公
給
領
収
証
 

を
受
け
取
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
 

お
願
い
し
ま
す
。
 

な
お
、
旅
館
、
飲
食
店
、
喫
 

茶
店
で
は
一
定
の
料
金
ま
で
は
 

免
税
と
な
り
、
こ
の
場
合
は
公
 

給
領
収
証
の
発
行
は
免
除
さ
れ
 

て
お
り
ま
す
。
 

福
 

岡
 

県
 

田
川
財
務
事
務
所
 

金
田
町
チ
ー
ム
優
勝
 

ー
第
 10 

回
町
村
対
抗
駅
伝
大
会
ー
 

金
田
町
中
央
公
民
館
 

去
る
十
二
月
七
日
田
川
郡
町
 

村
対
抗
駅
伝
大
会
が
添
田
町
津
 

野
中
学
校
前
か
ら
香
春
町
役
場
 

ま
で
の
五
区
間
（
 27 

・
4
「
）
の
 

コ
ー
ス
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
 

各
町
村
か
ら
選
出
さ
れ
た
若
 

人
招
チ
ー
ム
 
（ 70 
名
）
が
、
折
 

か
ら
の
小
雨
の
中
を
元
気
い
っ
 

ぱ
い
完
走
し
ま
し
た
。
 

毎
年
金
田
町
は
こ
の
大
会
で
 

非
常
に
良
い
成
績
を
収
め
て
い
 

ま
す
。
 

金
田
町
代
表
選
手
は
次
の
と
 

お
り
で
す
。
 

一
区
間
（
4

・
l
J
) 

花
岡
 
保
（
神
 
崎） 

二
区
間
（
5

・
l
J
) 

野
崎
正
信
（
上
金
田
）
 

三
区
間
（
8

・
0
「） 

池
田
 
昇
（
町
三
） 

四
区
間
（
2

・
7
「） 

安
枝
 
進
（
南
 
木） 

五
区
間
（
7

・
5
J
) 

花
岡
 
太
（
神
 
崎） 

総
合
成
績
（
青
年
の
部
）
 

優
 
勝
 

金
田
町
 

準
優
勝
 

赤
村
 

区
間
賞
 

野
崎
政
信
 

肥
‘
」
一
」
三
一
三
ニ
二
三
三
三
三
『
三
一
三
「
三
三
三
」
三
w
 

一
募
 

集
一
 

」
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
1三
三
三
三
三
三
！
三
一
三
 

五
十
一
年
度
 

高
等
訓
練
生
 

飯
塚
総
合
高
等
職
業
訓
練
校
 

一
、
募
集
訓
練
科
 

m
自
動
車
整
備
課
 

②
機
械
製
図
科
 

③
塗
装
科
 

ニ
、
修
業
年
限
及
び
定
員
 

m
は
一
年
及
び
四
五
名
 

②
は
一
年
及
び
二
〇
名
 

③
は
二
年
及
び
二
〇
名
 

三
、
応
募
資
格
 

m
二
五
歳
木
満
で
高
校
卒
業
 

又
は
昭
和
五
十
一
年
「
耳
高
校
 

卒
業
見
込
み
の
男
女
。
 

②
m
に
同
じ
 

⑧
昭
和
五
十
一
年
「
万
中
学
 

校
卒
業
見
状
』
者
又
は
こ
れ
 

と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
 

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
。
 

四
、
受
付
期
間
 

第
一
次
 
昭
和
五
十
一
年
ー
 

月
二
十
日
（
火
）
ま
で
 

第
二
次
 
昭
和
五
十
一
年
一
一
 

月
二
日
よ
り
昭
和
五
十
一
年
 

三
月
二
十
二
日
ま
で
 

（
第
一
次
で
定
員
を
充
足
し
 

た
と
き
は
第
二
次
募
集
を
 

行
な
わ
な
い
こ
と
が
あ
 

る） 

五
、
選
考
の
場
所
、
日
時
 

田
場
所
 
飯
塚
市
大
字
柏
ノ
 

森
八
三
の
九
 
飯
塚
総
合
 

高
等
職
業
訓
練
校
 

②
日
時
 

自
動
車
整
備
科
、
機
械
製
 

図
科
は
 

第
一
次
昭
和
五
十
一
年
一
 

月
二
十
七
日
午
前
九
時
、
 

第
二
次
昭
和
五
十
一
年
111 

月
二
十
五
日
午
前
九
時
 

塗
装
科
は
 

第
一
次
昭
和
五
十
一
年
一
 

月
二
十
八
日
午
前
九
時
 

第
二
次
昭
和
五
十
一
年
二
 

月
一
一
十
」
ハ
日
午
前
＃
ル
時
 

な
お
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
 

校
又
は
最
寄
の
公
共
職
業
安
 

定
所
に
お
た
ず
ね
下
さ
い
。
 

共
同
募
金
 

あ
り
が
と
う
 

ご
ざ
い
ま
し
た
 

国
民
た
す
け
あ
い
運
動
の
一
 

環
と
し
て
昨
」
止
山
ー
月
よ
り
十
一
一
 

月
に
か
け
、
赤
い
羽
根
募
金
 

（
共
同
募
金
）
に
つ
き
ま
し
て
 

は
、
町
民
叫
垣
像
の
深
い
理
解
に
 

よ
り
、
目
標
額
へ
達
す
る
こ
と
 

が
で
き
ま
し
た
。
厚
く
お
礼
申
 

し
上
げ
ま
す
。
募
金
の
使
途
に
 

つ
い
て
は
既
に
お
承
知
の
こ
と
 

と
思
い
ま
す
が
、
福
耕
一
設
等
 

に
有
意
義
に
使
用
さ
れ
ま
す
。
 

金金金金金金金金 

今
後
と
も
、
こ
の
国
民
た
す
 

け
合
い
運
動
に
ご
協
力
下
さ
い
 

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
 

す。 な
お
、
こ
の
運
動
の
趣
旨
に
 

深
く
御
理
解
を
い
た
だ
き
、
直
 

接
ご
協
力
下
さ
い
ま
し
た
婦
人
 

会
の
幹
部
、
民
生
委
員
の
皆
様
 

に
厘
け
、
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 

募
金
総
額
は
、
四
九
二
、
九
 

〇
〇
円
で
あ
り
ま
す
。
 

御
芳
志
あ
り
が
と
う
 

ご
ざ
い
ま
し
た
 

金
田
町
社
会
福
祉
協
議
会
 

封
 
原
口
耕
治
様
 

封
 
植
高
茂
様
 

封
 
層
政
光
三
二
様
 

封
 
島
田
久
様
 

封
 
野
田
秀
清
様
 

封
 
永
末
利
光
様
 

封
 
金
山
玄
性
様
 

封
 
友
清
隆
雄
様
 

右
の
方
よ
り
香
典
返
し
と
し
 

て
御
寄
附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
 

の
で
、
最
も
有
意
義
に
使
用
さ
 

せ
て
い
た
だ
き
御
芳
志
に
添
い
 

た
い
と
思
い
ま
す
。
 

金金金金金金 金金金金金 

金
田
町
連
合
長
寿
会
 

封
 
清
水
マ
サ
ェ
殿
 

封
 
植
高
嬰
一
殿
 

封
 
矢
野
隆
一
殿
 

封
 
岡
部
安
宅
殿
 

封
 
杉
 
秀
二
殿
 

金
田
町
教
育
後
援
会
 

封
 
林
桂
太
郎
殿
 

封
 
田
中
ト
シ
ョ
殿
 

殿
 
香
月
喜
代
子
殿
 

封
 
清
水
マ
サ
ェ
殿
 

封
 
堀
田
 
満
殿
 

封
 
杉
 
秀
二
殿
 

報
 


